
○

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
（
抄
）
（
第
四
条
関
係
）
【
公
布
日
、
令
和
七
年
四
月
一
日
及
び
令
和
八
年
四
月
一
日
施
行
】

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
六
条
の
三

（
略
）

第
六
条
の
三

（
略
）

②
～
㉑

（
略
）

②
～
㉑

（
略
）

㉒

こ
の
法
律
で
、
妊
婦
等
包
括
相
談
支
援
事
業
と
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る

（
新
設
）

と
こ
ろ
に
よ
り
、
妊
婦
及
び
そ
の
配
偶
者
そ
の
他
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
（

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
妊
婦
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
、
面
談
そ
の
他

の
内
閣
府
令
で
定
め
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
妊
婦
等
の
心
身
の
状

況
、
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
そ
の
他
の
状
況
の
把
握
を
行
う
ほ
か
、
母
子

保
健
及
び
子
育
て
に
関
す
る
情
報
の
提
供
、
相
談
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
事

業
を
い
う
。

㉓

こ
の
法
律
で
、
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
と
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ

（
新
設
）

ろ
に
よ
り
、
保
育
所
そ
の
他
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
施
設
に
お
い
て
、
乳
児

又
は
幼
児
で
あ
つ
て
満
三
歳
未
満
の
も
の
（
保
育
所
に
入
所
し
て
い
る
も
の

そ
の
他
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
に
適
切
な
遊
び
及
び
生
活

の
場
を
与
え
る
と
と
も
に
、
当
該
乳
児
又
は
幼
児
及
び
そ
の
保
護
者
の
心
身

の
状
況
及
び
養
育
環
境
を
把
握
す
る
た
め
の
当
該
保
護
者
と
の
面
談
並
び
に

当
該
保
護
者
に
対
す
る
子
育
て
に
つ
い
て
の
情
報
の
提
供
、
助
言
そ
の
他
の

援
助
を
行
う
事
業
を
い
う
。

第
二
十
一
条
の
九

市
町
村
は
、
児
童
の
健
全
な
育
成
に
資
す
る
た
め
、
そ
の

第
二
十
一
条
の
九

市
町
村
は
、
児
童
の
健
全
な
育
成
に
資
す
る
た
め
、
そ
の

区
域
内
に
お
い
て
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
、
子
育
て
短
期
支
援
事
業

区
域
内
に
お
い
て
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
、
子
育
て
短
期
支
援
事
業

、
乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業
、
養
育
支
援
訪
問
事
業
、
地
域
子
育
て
支
援
拠

、
乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業
、
養
育
支
援
訪
問
事
業
、
地
域
子
育
て
支
援
拠

点
事
業
、
一
時
預
か
り
事
業
、
病
児
保
育
事
業
、
子
育
て
援
助
活
動
支
援
事

点
事
業
、
一
時
預
か
り
事
業
、
病
児
保
育
事
業
、
子
育
て
援
助
活
動
支
援
事

業
、
子
育
て
世
帯
訪
問
支
援
事
業
、
児
童
育
成
支
援
拠
点
事
業
、
親
子
関
係

業
、
子
育
て
世
帯
訪
問
支
援
事
業
、
児
童
育
成
支
援
拠
点
事
業
及
び
親
子
関

形
成
支
援
事
業
及
び
妊
婦
等
包
括
相
談
支
援
事
業
並
び
に
次
に
掲
げ
る
事
業

係
形
成
支
援
事
業
並
び
に
次
に
掲
げ
る
事
業
で
あ
つ
て
主
務
省
令
で
定
め
る

で
あ
つ
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
子
育
て
支
援
事
業
」
と
い
う

も
の
（
以
下
「
子
育
て
支
援
事
業
」
と
い
う
。
）
が
着
実
に
実
施
さ
れ
る
よ

。
）
が
着
実
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
措
置
の
実
施
に
努
め
な
け
れ
ば

う
、
必
要
な
措
置
の
実
施
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

第
二
十
一
条
の
十
の
二

市
町
村
は
、
児
童
の
健
全
な
育
成
に
資
す
る
た
め
、

第
二
十
一
条
の
十
の
二

市
町
村
は
、
児
童
の
健
全
な
育
成
に
資
す
る
た
め
、

乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業
、
養
育
支
援
訪
問
事
業
及
び
妊
婦
等
包
括
相
談
支

乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業
及
び
養
育
支
援
訪
問
事
業
を
行
う
よ
う
努
め
る
と

援
事
業
を
行
う
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業
若
し
く

と
も
に
、
乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業
に
よ
り
要
支
援
児
童
等
（
特
定
妊
婦
を

は
妊
婦
等
包
括
相
談
支
援
事
業
に
よ
り
要
支
援
児
童
等
を
把
握
し
た
と
き
又

除
く
。
）
を
把
握
し
た
と
き
又
は
当
該
市
町
村
の
長
が
第
二
十
六
条
第
一
項

は
当
該
市
町
村
の
長
が
第
二
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
送
致
若

第
三
号
の
規
定
に
よ
る
送
致
若
し
く
は
同
項
第
八
号
の
規
定
に
よ
る
通
知
若

し
く
は
同
項
第
八
号
の
規
定
に
よ
る
通
知
若
し
く
は
児
童
虐
待
の
防
止
等
に

し
く
は
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定

関
す
る
法
律
第
八
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
送
致
若
し
く
は
同
項
第

に
よ
る
送
致
若
し
く
は
同
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は

四
号
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
養
育
支
援
訪
問
事
業
の
実
施

、
養
育
支
援
訪
問
事
業
の
実
施
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る

そ
の
他
の
必
要
な
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。

。

②

市
町
村
は
、
母
子
保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
十
条

②

市
町
村
は
、
母
子
保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
十
条

、
第
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
同
法
第
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て

、
第
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
同
法
第
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
十
九
条
第
一
項
の

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
十
九
条
第
一
項
の

指
導
に
併
せ
て
、
乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業
又
は
妊
婦
等
包
括
相
談
支
援
事

指
導
に
併
せ
て
、
乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

③

市
町
村
は
、
乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業
、
養
育
支
援
訪
問
事
業
又
は
妊
婦

③

市
町
村
は
、
乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業
又
は
養
育
支
援
訪
問
事
業
の
事
務

等
包
括
相
談
支
援
事
業
の
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
当
該
市
町
村
以
外
の
内

の
全
部
又
は
一
部
を
当
該
市
町
村
以
外
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
に
委
託
す

閣
府
令
で
定
め
る
者
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
こ
と
が
で
き
る
。

④

前
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業
、
養
育
支
援
訪

④

前
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業
又
は
養
育
支
援

問
事
業
又
は
妊
婦
等
包
括
相
談
支
援
事
業
の
事
務
に
従
事
す
る
者
又
は
従
事

訪
問
事
業
の
事
務
に
従
事
す
る
者
又
は
従
事
し
て
い
た
者
は
、
そ
の
事
務
に

し
て
い
た
者
は
、
そ
の
事
務
に
関
し
て
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら

関
し
て
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。

な
い
。

第
二
十
一
条
の
十
の
三

市
町
村
は
、
乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業
、
養
育
支
援

第
二
十
一
条
の
十
の
三

市
町
村
は
、
乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業
又
は
養
育
支

訪
問
事
業
又
は
妊
婦
等
包
括
相
談
支
援
事
業
の
実
施
に
当
た
つ
て
は
、
母
子

援
訪
問
事
業
の
実
施
に
当
た
つ
て
は
、
母
子
保
健
法
に
基
づ
く
母
子
保
健
に

保
健
法
に
基
づ
く
母
子
保
健
に
関
す
る
事
業
と
の
連
携
及
び
調
和
の
確
保
に

関
す
る
事
業
と
の
連
携
及
び
調
和
の
確
保
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
五
条
の
二

地
方
公
共
団
体
は
、
単
独
で
又
は
共
同
し
て
、
要
保
護
児

第
二
十
五
条
の
二

地
方
公
共
団
体
は
、
単
独
で
又
は
共
同
し
て
、
要
保
護
児

荒木泰誠(ARAKITaisei)
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童
（
第
三
十
一
条
第
四
項
に
規
定
す
る
延
長
者
及
び
第
三
十
三
条
第
十
項
に

童
（
第
三
十
一
条
第
四
項
に
規
定
す
る
延
長
者
及
び
第
三
十
三
条
第
十
項
に

規
定
す
る
保
護
延
長
者
を
含
む
。
次
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

規
定
す
る
保
護
延
長
者
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
適
切
な
保
護

適
切
な
保
護
又
は
要
支
援
児
童
若
し
く
は
特
定
妊
婦
へ
の
適
切
な
支
援
を
図

又
は
要
支
援
児
童
若
し
く
は
特
定
妊
婦
へ
の
適
切
な
支
援
を
図
る
た
め
、
関

る
た
め
、
関
係
機
関
、
関
係
団
体
及
び
児
童
の
福
祉
に
関
連
す
る
職
務
に
従

係
機
関
、
関
係
団
体
及
び
児
童
の
福
祉
に
関
連
す
る
職
務
に
従
事
す
る
者
そ

事
す
る
者
そ
の
他
の
関
係
者
（
以
下
「
関
係
機
関
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
り

の
他
の
関
係
者
（
以
下
「
関
係
機
関
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
構
成
さ
れ
る

構
成
さ
れ
る
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
（
以
下
「
協
議
会
」
と
い
う
。

要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
（
以
下
「
協
議
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
よ

）
を
置
く
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
～
⑤

（
略
）

②
～
⑤

（
略
）

⑥

要
保
護
児
童
対
策
調
整
機
関
は
、
子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
推
進
法
（
平

（
新
設
）

成
二
十
一
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
ど
も
・

若
者
の
う
ち
要
保
護
児
童
又
は
要
支
援
児
童
で
あ
る
も
の
に
対
し
、
協
議
会

及
び
同
法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
ど
も
・
若
者
支
援
地
域
協
議
会

が
協
働
し
て
効
果
的
に
支
援
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
同
法
第
二
十
一

条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
ど
も
・
若
者
支
援
調
整
機
関
と
連
携
を
図
る
よ
う

努
め
る
も
の
と
す
る
。

⑦

市
町
村
の
設
置
し
た
協
議
会
（
市
町
村
が
地
方
公
共
団
体
（
市
町
村
を
除

⑥

市
町
村
の
設
置
し
た
協
議
会
（
市
町
村
が
地
方
公
共
団
体
（
市
町
村
を
除

く
。
）
と
共
同
し
て
設
置
し
た
も
の
を
含
む
。
）
に
係
る
要
保
護
児
童
対
策

く
。
）
と
共
同
し
て
設
置
し
た
も
の
を
含
む
。
）
に
係
る
要
保
護
児
童
対
策

調
整
機
関
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
専
門
的
な
知
識
及
び

調
整
機
関
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
専
門
的
な
知
識
及
び

技
術
に
基
づ
き
前
二
項
の
業
務
に
係
る
事
務
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る

技
術
に
基
づ
き
前
項
の
業
務
に
係
る
事
務
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
者

者
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
（
次
項
及
び
第
九
項
に
お
い
て
「
調
整

と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
（
次
項
及
び
第
八
項
に
お
い
て
「
調
整
担

担
当
者
」
と
い
う
。
）
を
置
く
も
の
と
す
る
。

当
者
」
と
い
う
。
）
を
置
く
も
の
と
す
る
。

⑧
・
⑨

（
略
）

⑦
・
⑧

（
略
）

第
三
十
四
条
の
十

市
町
村
は
、
第
二
十
一
条
の
十
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

第
三
十
四
条
の
十

市
町
村
は
、
第
二
十
一
条
の
十
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業
、
養
育
支
援
訪
問
事
業
又
は
妊
婦
等
包
括
相
談

り
乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業
又
は
養
育
支
援
訪
問
事
業
を
行
う
場
合
に
は
、

支
援
事
業
を
行
う
場
合
に
は
、
社
会
福
祉
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う

社
会
福
祉
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

第
三
十
四
条
の
十
五

市
町
村
は
、
家
庭
的
保
育
事
業
等
又
は
乳
児
等
通
園
支

第
三
十
四
条
の
十
五

市
町
村
は
、
家
庭
的
保
育
事
業
等
を
行
う
こ
と
が
で
き

援
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

る
。

②

国
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
以
外
の
者
は
、
内
閣
府
令
の
定
め
る
と
こ
ろ

②

国
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
以
外
の
者
は
、
内
閣
府
令
の
定
め
る
と
こ
ろ

荒木泰誠(ARAKITaisei)
四角形
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○

子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
推
進
法
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
七
十
一
号
）
（
抄
）
（
第
二
十
条
関
係
）
【
公
布
日
施
行
】

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
基
本
理
念
）

（
基
本
理
念
）

第
二
条

子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
基
本
理
念
と
し

第
二
条

子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
基
本
理
念
と
し

て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
に
お
い
て
、
家
庭
、
学
校
、
職
域
、
地
域
そ

四

子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
に
お
い
て
、
家
庭
、
学
校
、
職
域
、
地
域
そ

の
他
の
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
け
る
全
て
の
構
成
員
が
、
各
々
の
役

の
他
の
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
け
る
す
べ
て
の
構
成
員
が
、
各
々
の

割
を
果
た
す
と
と
も
に
、
相
互
に
協
力
し
な
が
ら
一
体
的
に
取
り
組
む
こ

役
割
を
果
た
す
と
と
も
に
、
相
互
に
協
力
し
な
が
ら
一
体
的
に
取
り
組
む

と
。

こ
と
。

五
・
六

（
略
）

五
・
六

（
略
）

七

修
学
及
び
就
業
の
い
ず
れ
も
し
て
い
な
い
子
ど
も
・
若
者
、
家
族
の
介

七

修
学
及
び
就
業
の
い
ず
れ
も
し
て
い
な
い
子
ど
も
・
若
者
そ
の
他
の
子

護
そ
の
他
の
日
常
生
活
上
の
世
話
を
過
度
に
行
っ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る

ど
も
・
若
者
で
あ
っ
て
、
社
会
生
活
を
円
滑
に
営
む
上
で
の
困
難
を
有
す

子
ど
も
・
若
者
そ
の
他
の
社
会
生
活
を
円
滑
に
営
む
上
で
の
困
難
を
有
す

る
も
の
に
対
し
て
は
、
そ
の
困
難
の
内
容
及
び
程
度
に
応
じ
、
当
該
子
ど

る
子
ど
も
・
若
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
困
難
の
内
容
及
び
程
度
に
応
じ
、

も
・
若
者
の
意
思
を
十
分
に
尊
重
し
つ
つ
、
必
要
な
支
援
を
行
う
こ
と
。

当
該
子
ど
も
・
若
者
の
意
思
を
十
分
に
尊
重
し
つ
つ
、
必
要
な
支
援
を
行

う
こ
と
。

（
関
係
機
関
等
に
よ
る
支
援
）

（
関
係
機
関
等
に
よ
る
支
援
）

第
十
五
条

国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
機
関
、
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団

第
十
五
条

国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
機
関
、
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団

法
人
、
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
条
第
二

法
人
、
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
条
第
二

項
に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
そ
の
他
の
団
体
並
び
に
学
識
経
験
者

項
に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
そ
の
他
の
団
体
並
び
に
学
識
経
験
者

そ
の
他
の
者
で
あ
っ
て
、
教
育
、
福
祉
、
保
健
、
医
療
、
矯
正
、
更
生
保
護

そ
の
他
の
者
で
あ
っ
て
、
教
育
、
福
祉
、
保
健
、
医
療
、
矯
正
、
更
生
保
護

、
雇
用
そ
の
他
の
子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
に
関
連
す
る
分
野
の
事
務
に
従

、
雇
用
そ
の
他
の
子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
に
関
連
す
る
分
野
の
事
務
に
従

事
す
る
も
の
（
以
下
「
関
係
機
関
等
」
と
い
う
。
）
は
、
修
学
及
び
就
業
の

事
す
る
も
の
（
以
下
「
関
係
機
関
等
」
と
い
う
。
）
は
、
修
学
及
び
就
業
の

い
ず
れ
も
し
て
い
な
い
子
ど
も
・
若
者
、
家
族
の
介
護
そ
の
他
の
日
常
生
活

い
ず
れ
も
し
て
い
な
い
子
ど
も
・
若
者
そ
の
他
の
子
ど
も
・
若
者
で
あ
っ
て

上
の
世
話
を
過
度
に
行
っ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
子
ど
も
・
若
者
そ
の
他
の

、
社
会
生
活
を
円
滑
に
営
む
上
で
の
困
難
を
有
す
る
も
の
に
対
す
る
次
に
掲

社
会
生
活
を
円
滑
に
営
む
上
で
の
困
難
を
有
す
る
子
ど
も
・
若
者
に
対
す
る

げ
る
支
援
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
単
に
「
支
援
」
と
い
う
。
）
を
行
う
よ
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次
に
掲
げ
る
支
援
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
単
に
「
支
援
」
と
い
う
。
）
を

う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
子
ど
も
・
若
者
支
援
調
整
機
関
）

（
子
ど
も
・
若
者
支
援
調
整
機
関
）

第
二
十
一
条

（
略
）

第
二
十
一
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

調
整
機
関
は
、
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
ど
も
・
若
者
の
う
ち
児

（
新
設
）

童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一

項
に
規
定
す
る
要
保
護
児
童
又
は
同
法
第
六
条
の
三
第
五
項
に
規
定
す
る
要

支
援
児
童
で
あ
る
も
の
に
対
し
、
協
議
会
及
び
同
法
第
二
十
五
条
の
二
第
一

項
に
規
定
す
る
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
が
協
働
し
て
効
果
的
に
支
援

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
要
保
護
児
童
対
策

調
整
機
関
と
連
携
を
図
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
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